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新型コロナウィルスに関連した
感染症の現状と対策

令和２年３月２７日（金）

厚生労働省

（資料１）





PCR検査陽性者
現在も入院等 退院者 死亡者

１，３８７（＋９6）
９６９（＋８２） ３７２（＋１３） ４６（＋１）

【国内事例】

新型コロナウイルス感染症に関する入退院の状況

（注）１【国内事例】には、空港検疫で確認されたＰＣＲ検査陽性者２３名を含む。
２【クルーズ船事例】にはチャーター便帰国した者（４０名）は含めない。
３【クルーズ船事例】には藤田岡崎医療センター分を含む。

３月２６日（木）１８時時点

PCR検査陽性者
現在も入院等 退院者 死亡者

６７２ ５９（－2） ６０３（＋2） １０

【クルーズ船事例】

PCR検査陽性者
現在も入院等 退院者 死亡者

２，０５９（＋96）
１，０２８（＋８０） ９７５（＋１５） ５６（＋１）

【総計】

重症→軽～中等症になった者 ２６

重症→軽～中等症になった者 ２９

重症→軽～中等症になった者 ５５



新型コロナウイルス感染症の発生状況

【上陸前事例】※括弧内は前日からの変化

PCR検査陽性者
※【 】は無症状
病原体保有者数

退院等している者 人工呼吸器又は集中治
療室に入院している者
※８

死亡者

クルーズ船事例
（水際対策で確認）
（3,711人）※５

712※６
【331】

601
(+4)※７ 11 10※９

※５那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人 ※６船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。
国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。※ ７退院等している者601名のうち有症状322名、無症状279名。チャーター便で帰国した者を除く。
※８ 29名が重症から軽～中等症へ改善(うち12名（+3）は退院) ※９ この他にチャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した１名がいる。

※令和２年３月２６日１８時時点【国内事例】 ※ 括弧内は前日からの変化

PCR検査
陽性者

PCR検査
実施人数うち無

症状
者

うち有症状者 症状有
無確認
中

死亡
者数
（別
掲）
※４

うち退
院した
者

うち入院
治療を
要する者

うち退
院した
者

うち入院
治療を
要する者 うち軽～中

等症の者
うち人工呼
吸器又は
集中治療
室に入院し
ている者※３

うち
確認中

うち入
院待
機中
の者

うち入
院中
の者

うち入
院待機
中の者

国内事例
（チャーター便帰国

者を除く）

1349
(+96)

131
(+4)

37
（+2）

92
(+2) 85 7

(+2)
1191
(+72)

319
(+11)

828
(+63)

563
(+59) 56 203 

(+１)
６

（+１）
27

（＋20）
46

(+1)
24,663 
(+1805)

空港検疫 23 13 0 13 13 0 10 １ 9 9 ０ ０ ０ ０ ０ 1,513
(+29)

チャーター便
帰国者事例
（水際対策で確

認）

15 4 4 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 829

合計
1,387
(+96)

148
(+4)

41
（+2）

105
(＋2) 98 7

(+2)
1212
(+72)

331
(+11)

837
(+63)

572
(+59) 56 203 

(+１)
６

（+1）
27

（＋20）
46

(+1)
27,005

(+1834)

※2

※1

※令和２年３月２６日１８時時点

※１ うち日本国籍の者934(+34)人（これ以外に国籍確認中の者がいる）
※２ うち海外移入が疑われる事例が214(+17)例
※３ 今までに重症から軽～中等症へ改善した者は26(+2)名
※４ 陽性確定時に無症状であった者２名、有症状であった者44名



帰国者・接触者相談センター 帰国者・接触者外来等 （参考）一般電話相談窓口

設
置
目
安

各保健所への設置を目安

※保健所件数：472件（H31.4.1）

二次医療圏に１カ所以上

※二次医療圏数 ：335（H30.4.1）

なし

※一般電話相談窓口は医療機関の紹介を
行わないため、地域ごとに設置する必
要がなく、各自治体が必要な回線数を
設置できていればよい。

設
置
件
数

47都道府県、527施設で設置

※2/12に全都道府県での設置を確認、
前日比±0施設

47都道府県、1,057施設で設置
※2/13に全都道府県での設置を確認、
前日比＋7施設

※2/21に全二次医療圏での設置を確認

47都道府県で設置済

対
応
件
数

相談件数は全国で277,593件
（2/3～3/25）

※前日比5,879件増加
※3/25より、集計対象を「何らかの身体的

症状を有する者等からの相談対応件数」と
明確化している。

帰国者・接触者外来の受診者数
は全国で13,373件（2/1～3/25）

※前日比704件増加

東京都：8,712件（1/29～2/27）
(2/26:428件、2/27:414件)

大阪府：5,174件（1/29～2/27）
(2/26:263件、2/27:215件)

宮城県：2,272件（2/4～2/27）
(2/26:213件、2/27:242件)

岡山県：1,067件（2/4～2/27）
(2/26:126件、2/27:164件)

※報告対象ではないため、専用ダイヤルを設置
したいくつかの都道府県へ聞き取り調査を実施。

そ
の
他

・保健所のほか、県庁や市役所の感染症
対策担当課に設置している都道府県も
ある。

・全都道府県が24時間土日も対応可能
である（各ホームページ上でも公表）。

・2/27に相談件数の増加が著しい27都道
府県に電話回線の状況を聴取したが、
特段輻輳は生じていない。

・1,057施設のうち感染症指定医療機関
は412施設。

・専用回線を設置している都道府県は神
奈川県含め22都府県。

・都道府県とは別に一般電話相談窓口を
設置している市区町村もある。

新型コロナウイルス感染症に係る国内の体制整備について 3/26(木)
17時時点
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。
 

 
 

5



  

報
 
告

 

令
和
２
年
３
月

26
日
 

 １
．
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
発
生
の
状
況

 

（
１
）
国
内
に
お
け
る
発
生
の
状
況

 

 
①
国
内
に
お
け
る
感
染
者
数
等
 

 
 
・
 
本
年
１
月

15
日
に
、
国
内
に
お
い
て
は
じ
め
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感

染
者
が
確
認
さ
れ
た
。

 

 
 
・
 
同
年
３
月

25
日

18
時
ま
で
に
、
国
内
の
感
染
者
数
は

1,
29
2
人
、
死
亡
者
数
は

45

人
と
な
っ
て
い
る
。

 

 
②
国
内
に
お
け
る
発
生
の
状
況
の
分
析
等

 

・
 
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
状
況
分
析
・
提
言
」（

令
和
２
年
３
月

19
日

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
専
門
家
会
議
）
に
お
い
て
、「

北
海
道
以
外
の
新
規
感

染
者
数
は
、
日
ご
と
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
都
市
部
を
中
心
に
漸
増
し
て
お
り
、
３
月

10

日
以
降
、
新
規
感
染
者
数
の
報
告
が

50
例
を
超
え
る
日
も
続
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
高
齢

者
福
祉
施
設
で
集
団
感
染
が
発
生
す
る
事
例
が
あ
り
ま
す
。」
、「

感
染
源
（
リ
ン
ク
）
が
分

か
ら
な
い
感
染
者
の
増
加
が
生
じ
て
い
る
地
域
が
散
発
的
に
発
生
し
て
い
ま
す
。
」
、
「
日

本
国
内
の
感
染
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
３
月
９
日
付
の
専
門
家
会
議
の
見
解
で
も
示
し
た

よ
う
に
、
引
き
続
き
、
持
ち
こ
た
え
て
い
ま
す
が
、
一
部
の
地
域
で
感
染
拡
大
が
み
ら
れ

ま
す
。
諸
外
国
の
例
を
み
て
い
て
も
、
今
後
、
地
域
に
お
い
て
、
感
染
源
（
リ
ン
ク
）
が

分
か
ら
な
い
患
者
数
が
継
続
的
に
増
加
し
、
こ
う
し
た
地
域
が
全
国
に
拡
大
す
れ
ば
、
ど

こ
か
の
地
域
を
発
端
と
し
て
、
爆
発
的
な
感
染
拡
大
を
伴
う
大
規
模
流
行
に
つ
な
が
り
か

ね
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
」
等
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
更
に
感
染
者
数
の
増
加
が
見
ら

れ
る
。

 

 

（
２
）
海
外
に
お
け
る
発
生
の
状
況

 

 
・
 
世
界
保
健
機
関
は
、
本
年
３
月

11
日
の
会
見
に
お
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
つ
い
て
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
（
世
界
的
な
大
流
行
）
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
旨
を
表
明
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し
て
い
る
。

 

 
・
 
世
界
的
に
感
染
者
数
と
死
亡
者
数
の
急
激
な
拡
大
が
見
ら
れ
る
。
 

 
 
※
 
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
発
生
状
況
（
括
弧
内
は
本
年
３
月

11
日
と
の
比
較
） 

 
本
年
３
月

11
日
 

同
月

19
日
 

同
月

25
日
 

感
染

が
報
告

さ

れ
た
国
・
地
域

 

11
0
か
国
・
地
域
 

16
1
か
国
・
地
域
 

18
7
か
国
・
地
域
 

感
染
者
数
 

11
8,
65
0
人
 

21
0,
46
9
人
（

1.
77

倍
）
 

41
5,
85
6
人
（

3.
50

倍
）

 

死
亡
者
数
 

4,
29
4
人
 

8,
87
3
人
（
2.
07

倍
） 

18
,3
53

人
（

4.
27

倍
）

 

 （
３
）
海
外
に
お
い
て
感
染
し
、
国
内
に
移
入
し
た
と
疑
わ
れ
る
感
染
者
の
発
生
の
状
況

 

・
 
本
年
３
月

19
日
以
降
、
海
外
に
お
い
て
感
染
し
、
国
内
に
移
入
し
た
と
疑
わ
れ
る
感
染

者
が
連
日

10
人
以
上
確
認
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
者
が
国
内
で
確
認
さ
れ
た
感

染
者
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
も
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
移
入
元
の
国
が
流
行
当
初
は
中
華

人
民
共
和
国
に
集
中
し
て
い
た
が
、
現
在
ま
で
に
欧
州
を
中
心
と
し
て
多
様
化
し
て
お
り
、

増
加
と
多
様
化
の
両
面
の
影
響
を
今
後
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
。

 

 ２
．
 新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
か
か
っ
た
場
合
の
病
状
の
程
度

 

・
 
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
状
況
分
析
・
提
言
」
に
お
い
て
「
こ
の
感
染
症

に
罹
患
し
て
も
約

80
％
の
人
は
軽
症
で
済
む
」、
「
５
％
程
の
方
は
重
篤
化
し
、
亡
く
な
る
方

も
い
る
」、
「
高
齢
者
や
基
礎
疾
患
を
持
つ
方
は
特
に
重
症
化
し
や
す
い
」
等
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
重
症
度
に
つ
い
て
は
、
 致

死
率
が
極
め
て
高
い
感
染
症
ほ
ど
で
は
な
い
も
の
の
、

季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
比
べ
て
高
い
リ
ス
ク
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
 

 ３
．
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
ま
ん
延
の
お
そ
れ

 

・
 
上
記
の
状
況
に
鑑
み
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
つ
い
て
、
そ
の
ま
ん
延
の
お
そ

れ
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
。
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（資料２） 

 
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(案) 

 
令和２年   月   日 

新型コロナウイルス感染症対策本部決定 
 
 
政府は、新型コロナウイルス感染症への対策は危機管理上重大な課題であると

の認識の下、国民の生命を守るため、これまで水際での対策、まん延防止、医
療の提供等について総力を挙げて講じてきた。しかしながら、国内においては、
すでに感染経路の不明な患者の増加している地域が散発的に発生しており、
引き続き、持ちこたえているものの、一部の地域で感染拡大が見られ、今後、
地域において、感染源が分からない患者数が継続的に増加し、こうした地域が
全国に拡大すれば、どこかの地域を発端として、爆発的な感染拡大を伴う大規
模な流行につながりかねない状況にある。さらに、世界的に患者数と死亡者数
の急激な増加が見られ、国内で発見される輸入症例も増加している。 
このような状況を踏まえ、令和２年３月 26日、新型インフルエンザ等対

策特別措置法（以下「法」という。）附則第１条の２第１項及び第２項の規
定により読み替えて適用する法第 14 条に基づき、新型コロナウイルス感
染症のまん延のおそれが高いことが、厚生労働大臣から内閣総理大臣に報
告され、同日に、法第 15条第１項に基づく政府対策本部が設置された。 
国民の生命を守るためには、高齢者等を始め、感染者数を抑えること及び医

療提供体制や社会機能を維持することが重要である。 
現時点では、国内では、未だ大規模なまん延が認められる地域があるわ

けではないが、積極的疫学調査等のまん延防止策により、各地域において
感染経路の不明な患者やクラスター（患者間の関連が認められた集団。以下
「クラスター」という。）の発生を封じ込めることが、いわゆるオーバーシ
ュートと呼ばれる爆発的な感染拡大（以下「オーバーシュート」という。）
の発生を防止し、感染者、重症者及び死亡者の発生を最小限に食い止める
ためには重要である。 
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また、必要に応じ、外出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて
実施することにより、感染拡大の速度を可能な限り抑制することが、上記の
封じ込めを図るためにも、また、医療提供体制を崩壊させないためにも、重
要である。 
 あわせて、今後、国内で感染者数が急増した場合に備え、重症者への対応
を中心とした医療提供体制等の必要な体制を整えるよう準備することも必
要である。 
 このように、国民の生命を守るため、新型コロナウイルス感染症をめぐ
る状況を的確に把握し、国や地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者
を含む国民が一丸となって、新型コロナウイルス感染症対策をさらに進めていく
ため、今後講じるべき対策を現時点で整理し、ここに法第 18 条第１項に規
定する基本的対処方針（以下「基本的対処方針」という。）として、対策を
実施するにあたって準拠となるべき統一的指針を示すものである。 
なお、新型コロナウイルス感染症は新型インフルエンザとはウイルスも

病態も異なる感染症であることから、政府行動計画等の既存の計画を参考
にしつつも、柔軟に対策を選択していく必要があるが、政府としては、地
方公共団体、医療関係者、専門家、事業者を含む国民の意見をくみ取りつ
つ、協力して対策を進めていくこととする。 
 
一 新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実 
 我が国においては、令和２年１月 15日に最初の感染者が確認された後、
３月 26 日 18 時現在、合計 41 都道府県において合計 1,349 人の感染者、
46人の死亡者が確認されている。 
国内の感染状況については、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議

（第８回）において、クラスターの感染源が分からない感染者の増加が生
じている地域が散発的に発生しており、引き続き、持ちこたえているもの
の、一部の地域で感染拡大が見られ、今後、地域において、感染源が分か
らない患者数が継続的に増加し、こうした地域が全国に拡大すれば、どこ
かの地域を発端として、爆発的な感染拡大を伴う大規模流行につながりか
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ねないと評価されている。 
 一方で、海外の状況としては、令和２年３月 27日現在、新型コロナウイ
ルス感染症が発生している国は、南極大陸を除く全ての大陸に存在する状
況となっており、イランや欧米ではオーバーシュートの発生も確認されて
いる。また、こういった状況の中で、本年３月 19日以降、海外において感
染し、国内に移入したと疑われる感染者が連日 10 人を超えて確認されて
おり、また、これらの者が国内で確認された感染者のうちに占める割合も
○○％（〇月〇日―〇月〇日）から○○％（〇月〇日―〇月〇日）へ増加
している。さらに、移入元の国については、流行当初は中華人民共和国に
集中していたが、現在では欧米を中心として多様化しており、輸入症例の
増加及び多様化の両面の影響を今後受ける可能性がある。 
 新型コロナウイルス感染症については、下記のような特徴がある。 
・一般的な状況における感染経路の中心は飛沫感染及び接触感染であるが、
閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下であ
れば、咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがある
とされている。 

・集団感染が生じた場の共通点を踏まえると、特に①密閉空間（換気の
悪い密閉空間である）、②密集場所（多くの人が密集している）、③密
接場面（互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる）
という３つの条件が同時に重なる場では、感染を拡大させるリスクが
高いと考えられる。 

・世界保健機関（World Health Organization: ＷＨＯ）によると、現時点
において潜伏期間は 1-14日（一般的には約５日）とされており、また、
厚生労働省では、これまでの新型コロナウイルス感染症の情報なども踏
まえて、濃厚接触者については 14 日間にわたり健康状態を観察するこ
ととしている。 

・新型コロナウイルスに感染すると、発熱や呼吸器症状が１週間前後持続
することが多く、強いだるさ（倦怠感）を訴える人が多いことが報告さ
れている。 
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・中国における報告（令和２年3月9日公表）では、新型コロナウイルス感染
症の平均入院期間は11日間と、季節性インフルエンザの3日間よりも、
長くなることが報告されている。 

・罹患しても約８割は軽症で経過し、治癒する例も多いことが報告されている。 
・重症度としては、季節性インフルエンザと比べて死亡リスクが高いことが報告
されている。中国における報告（令和２年2月28日公表）では、確定患者で
の致死率は2.3%、中等度以上の肺炎の割合は18.5%であることが報告されて
いる。季節性インフルエンザに関しては、致死率は0.00016%-0.001%程度、
肺炎の割合は 1.1%-4.0%、累積推計患者数に対する超過死亡者数の比は
0.07％であることが報告されている。このように新型コロナウイルス感染症に
おける致死率及び肺炎の割合は、季節性インフルエンザに比べて、相当程度高
いと考えられる。また、特に、高齢者・基礎疾患を有する者では重症化するリ
スクが高いことも報告されている。上記の中国における報告では、年齢ごとの
死亡者の割合は、60歳以上の者では６%であったのに対して、30歳未満の者
では0.2%であったされている。 

・現時点では、有効性が確認された特異的な抗ウイルス薬やワクチンは存
在せず、治療方法としては対症療法が中心である。なお、現時点ではワ
クチンが存在しないことから、新型インフルエンザ等対策政府行動計画
に記載されている施策のうち、予防接種に係る施策については、本基本
的対処方針には記載していない。その一方で、治療薬としては、いくつか
既存の治療薬から候補薬が出てきていることから、患者の観察研究等
が進められている。 

 
二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針 
・情報提供・共有及びまん延防止策により、各地域においてクラスター等の封
じ込め及び接触機会の低減を図り、感染拡大の速度を抑制する。 

・サーベイランス・情報収集及び適切な医療の提供により、高齢者等を守り、
重症者及び死亡者の発生を最小限に食い止めるべく万全を尽くす。 

・的確なまん延防止策及び経済・雇用対策により、社会・経済機能への影
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響を最小限にとどめる。 
・なお、対策は、感染者の増加に伴い不可逆的に進むものではなく、例えば、
地域で感染者が確認された早期の段階で、クラスター等の封じ込め及び
接触機会の低減が奏功し、当該地域での感染者の発生が抑制された場合
には、強化した対策を適宜適切に元に戻す。 

 
三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 
（１）情報提供・共有 
① 政府は、以下のような、国民に対する正確で分かりやすい情報提供や
呼びかけを行い、行動変容に資する啓発を進めるとともに、冷静な対応
をお願いする。 
・ 発生状況や患者の病態等の臨床情報等の正確な情報提供。 
・ 手洗い、咳エチケット等の基本的な感染対策の徹底。 
・ 風邪症状など体調不良が見られる場合の休暇取得、学校の欠席、外
出自粛等の呼びかけ。 

・ 感染への不安から電話での相談をせずに医療機関を受診することは、か
えって感染するリスクを高めることになることの呼びかけ。 

・ 厚生労働省の作成する受診の指針の周知。 
・ 感染者及び濃厚接触者に対する誤解や偏見に基づく差別を行わないこと
の呼びかけ。 

② 政府は、民間企業とも協力して、世代ごとにメッセージを分けるなど、
丁寧な情報発信を行う。 

③ 厚生労働省は、感染症の発生状況やクラスターの発生場所、規模等につ
いて迅速に情報を公開する。 

④ 外務省は、感染が拡大している国に滞在する邦人等への適切な情報提
供、支援を行う。 

⑤ 政府は、検疫所からの情報提供に加え、企業や大学等の海外出張又は長
期の海外滞在のある事業所においても、帰国者への適切な情報提供を行い、
必要な対策を講じるよう周知を図る。 
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⑥ 政府は、国民、在留外国人、外国人旅行者及び外国政府への適切か
つ迅速な情報提供を行い、国内でのまん延防止と風評対策につなげる。 

⑦ 地方公共団体は、政府との緊密な情報連携により、様々な手段により住
民に対して独自のメッセージや注意喚起を行う。 

⑧ 政府は、今般の新型コロナウイルス感染症に係る事態が行政文書の管理
に関するガイドライン（平成 23 年４月１日内閣総理大臣決定）に基づく
「歴史的緊急事態」と判断されたことを踏まえた対応を行う。地方公共団
体も、これに準じた対応に努める。 

 
（２）サーベイランス・情報収集 
① 地方公共団体は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律（以下「感染症法」という。）第12条に基づく医師の届出により疑
似症患者を把握し、医師が必要と認める検査を実施する。 

② 厚生労働省は、地方衛生研究所や民間の検査機関等の関係機関におけ
る検査体制の強化を図る。また、都道府県は、医療機関等の関係機関により
構成される会議体を設けること等により、PCR検査の実施体制の把握・調整
等を図り、民間検査会社等を活用する。 

③ 都道府県別にPCR検査の実施人数や陽性者数を定期的に公表する。 
④ 厚生労働省は、感染症法第12条に基づく医師の届出とは別に、国内の流行
状況等を把握するための有効なサーベイランスの仕組みを構築する。 

⑤ 文部科学省及び厚生労働省は、学校等での集団発生の把握の強化を図る。 
⑥ 政府は、迅速診断用の簡易検査キットの開発を引き続き進める。 

 
（３）まん延防止 
① 都道府県は、まん延防止策として、クラスター対策及び接触機会の低
減を、地域での感染状況を踏まえて、的確に打ち出す。 

② 地方公共団体は、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査に
より、個々の濃厚接触者に対する健康観察、外出自粛の要請等を行うとと
もに、感染拡大の規模を正確に把握する。 

③ 都道府県は、クラスターが発生しているおそれがある場合には、法第
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24条第9項に基づき、当該クラスターに関係する施設の休業や催物（イ
ベント）の自粛等の必要な対応を要請する。これに関連し、国及び地方
公共団体間で緊密に情報共有を行う。 

④ 都道府県は、密閉空間、密集場所、密接場面という３つの条件が同
時に重なるような集まりについて自粛の協力を求めるとともに、全国的
かつ大規模な催物等の開催については、主催者による慎重な対応を求め
る。その上で、感染が拡大傾向にある地域では、期間を示した上で、外
出や催物の開催の自粛について協力を要請し、その結果、感染が収束に
向かい始めた場合には、徐々に感染拡大のリスクの低い活動から自粛の
要請の解除を行うこととする。特に大都市圏では、人口数及び人口密度
が高く、交通の要所でもあることを踏まえて、十分な注意を払うことと
する。 

⑤ 政府は、関係団体と協力して、クラスター対策にあたる専門家の確
保及び育成を行う。 

⑥ 厚生労働省は、関係機関と協力して、特に、感染拡大の兆しが見られ
た場合には、専門家やその他人員を確保し、その地域への派遣を行う。 

⑦ 政府及び地方公共団体は、クラスター対策を抜本強化するという観点か
ら、保健所の体制強化に取り組む。これに関連し、都道府県は、管内の市町
村と迅速な情報共有を行い、また、対策を的確かつ迅速に実施するため必
要があると認めるときは、法第24条に基づく総合調整を行う。さらに、都
道府県は、クラスターの発見に資するよう、都道府県間の迅速な情報共有
に努めるとともに、政府は、対策を的確かつ迅速に実施するため必要があ
ると認めるときは、法第20条に基づく総合調整を行う。なお、政府は、感
染症法第 12 条に基づく都道府県知事等から厚生労働大臣への報告が迅速
に行えるよう必要な支援を行う。 

⑧ 厚生労働省は、地方公共団体と協力して、高齢者施設等において職員が感
染源とならないようにすることも含め、施設内感染対策を徹底するよう周
知を行う。 

⑨ 都道府県は、学校設置者に対し、保健管理等の感染症対策について指
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導するとともに、地域の感染状況や学校関係者の感染者情報について速
やかに情報共有する。 

⑩ 政府は、関係機関と協力して、公共交通機関その他の多数の人が集ま
る施設における感染対策を徹底する。 

⑪ 政府は、職場等における感染の拡大を防止するため、労働者を使用す
る事業者に対し、事業場内及び通勤・外勤時の感染防止のための行動（手
洗い、咳エチケット等）の徹底、在宅勤務（テレワーク）や時差通勤、
自転車通勤の積極的な活用、事業場の換気等の励行、発熱等の風邪症状
が見られる労働者への出勤免除（テレワークの指示を含む。）や外出自
粛勧奨、出張による移動を減らすためのテレビ会議の利用等を強力に呼
びかける。 

⑫ 政府は、水際対策について、国内への感染者の流入及び国内での感染
拡大を防止する観点から、入国制限、渡航中止勧告、検疫の強化、査証
の制限等の措置等を引き続き実施する。なお、厚生労働省は、関係省庁
と連携し、感染症法第 15 条の３に基づく健康観察について、保健所の
業務負担の軽減や体制強化等を支援する。 

⑬ 諸外国での新型コロナウイルス感染症の発生の状況を踏まえて、必要
に応じ、国土交通省は、航空機の到着空港の限定の要請等を行うととも
に、厚生労働省は、特定検疫港等の指定を検討する。 

⑭ 厚生労働省は、停留に利用する施設が不足する場合には、法第 29 条
の適用も念頭に置きつつも、必要に応じ、関係省庁と連携して、停留に
利用可能な施設の管理者に対して丁寧な説明を行うことで停留施設の
確保に努める。 

 
（４）医療 
① 厚生労働省は、地方公共機関や関係機関と協力して、感染拡大の状況
に応じ、以下のように、地域ごとに柔軟な医療提供体制を確保する。 
・ 現行では、帰国者・接触者相談センター及び帰国者・接触者外来により、
適切な感染管理を行った上で、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者へ
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の外来医療を提供すること。 
・ また、医師の判断により検査を実施し、患者が認められた場合には、感染
症法第19条に基づく感染症指定医療機関等への入院勧告・措置を実施し、
まん延防止を行いつつ、患者に対し、適切な医療を提供すること。 

・ 患者が増加し重症者等に対する入院医療の提供に支障をきたすおそれが
あると判断する地域では、都道府県から厚生労働省に相談の上、重症者等に
対する医療提供に重点を移す観点から、入院治療が必要ない軽症者等は自宅
療養とし、電話等を用い、遠隔で健康状態を把握していく体制を整備するこ
と。 

・ また、自宅療養とする際、家族構成等から高齢者や基礎疾患を有する者等
への感染のおそれがある場合には、軽症者が宿泊施設等での療養を行うこと
や、同居家族が一時的に別の場所に滞在すること等、家族内感染のリスクを
下げるための取組を講じること。 

・ 患者が更に増加し、帰国者・接触者外来での医療提供に支障をきたすおそ
れがある地域では、地域の感染状況や医療需要に応じて、帰国者・接触者相
談センターの体制を強化したうえで、帰国者・接触者外来を増設し、外来を
早急に受診できる体制を整備すること。 

・ さらに患者が増加し増設した帰国者・接触者外来での医療提供の限度を超
えるおそれがある地域では、都道府県から厚生労働省に相談の上、必要な感
染予防策を講じた上で、一般の医療機関での外来診療を行うこと。 

・ こうした状況では、感染への不安から安易に医療機関を受診することでか
えって感染するリスクを高める可能性があることも踏まえ、風邪症状が軽度
である場合は、自宅での安静・療養を原則とし、状態が変化した場合に、か
かりつけ医等に相談した上で、受診するよう周知すること。 

② 厚生労働省は、地方公共団体や関係機関と協力して、オーバーシュー
トや今後の感染者の大幅な増加を見据え、必要に応じ、法第 31 条に基
づく医療等の実施の要請等も念頭におきつつ、以下のように、医療提供
体制の確保を進める。 
・ 例えば、新型コロナウイルス感染症の患者を優先的に受け入れる医療機関
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の指定など、地域の医療機関の役割分担を行うとともに、一般の医療機関の
一般病床等の活用も検討し、ピーク時の入院患者を受け入れるために必要な
病床を確保すること。 

・ 医療従事者や人工呼吸器等の必要な医療機器・物資等の確保を図り、適切
な感染対策の下での医療提供体制を整備すること。 

・ 医療機関は、業務継続計画（ＢＣＰ）も踏まえ、必要に応じて医師
の判断により延期が可能と考えられる予定手術や予定入院の延期を
検討すること。 

・ 例えば、重症化しやすい方が来院するがんセンター、透析医療機関及び産
科医療機関などは、必要に応じ、新型コロナウイルス感染症への感染が疑わ
れる方への外来診療を原則行わない医療機関として設定すること。 

・ 地域でのオーバーシュートに備え、都道府県域を越える場合も含めた広域
的な患者の受入れ体制を確保すること。 

③ 厚生労働省は、この他、適切な医療提供・感染管理の観点で、次の事項に取
り組む。 
・ 関係省庁と協力して、オーバーシュートの発生に備えて、感染症病床等の
利用状況について一元的かつ即座に把握可能とする仕組みの構築を進める
こと。 

・ 外来での感染を防ぐため、関係機関と協力して、医療機関の外来において、
一般の患者も含め、混雑を生じさせないよう、予約による診療や導線が適切
に確保された夜間救急センターの利用などを推進すること。 

・ 関係機関と協力して、外国人が医療を適切に受けることができるよう、医
療通訳の整備などを、引き続き、強化すること。 

・ 関係省庁とともにワクチン及び診断薬、治療薬等の開発を、引き続き、進
めること。 

・ 法令に基づく健康診断及び予防接種については、適切な感染対策の下での
実施が可能であれば、適切に行うようにすること。 

 
（５）経済・雇用対策 
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 政府は、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するとともに、新型コ
ロナウイルス感染症による内外経済や国民生活への影響を注意深く見極めな
がら、機動的に、必要かつ十分な経済財政政策を躊躇なく行うこととし、日
本経済を確かな成長軌道へと戻すための思い切った措置を講じていく。 
 
（６）その他重要な留意事項 
１）人権等への配慮 
① 政府は、患者・感染者や対策に関わった方々等の人権に配慮した取
組を行う。 

② 政府は、海外から一時帰国した児童生徒等への学校の受け入れ支援
やいじめ防止等の必要な取組を実施する。 

③ 政府及び関係機関は、各種対策を実施する場合においては、国民の
自由と権利の制限は必要最小限のものとするとともに、女性や障害者
などに与える影響を十分配慮して実施するものとする。 

２）物資・資材の供給 
① 政府は、国民や地方公共団体の要望に応じて、マスクや消毒液、食
料品等の増産や円滑な供給を関連事業者に要請する。また、政府は、
感染防止や医療提供体制の確保のため、マスクや個人防護具等の必要
な物資を国の責任で確保する。例えば、マスク等を国で購入し、必要
な医療機関や介護施設等に優先配布することや、感染拡大防止策が特
に必要と考えられる地域において必要な配布を行う。 

② 政府は、マスクや消毒薬等の国民が必要とする物資を確保するため、
国民生活安定緊急措置法第26条第１項を適用し、マスクの転売行為を禁
止するとともに、過剰な在庫を抱えることのないよう消費者や事業者に冷
静な対応を呼びかける。また、政府は、繰り返し使用可能な布製マスクの
普及を進める。 

③ 政府は、事態の長期化も念頭に、マスクや抗菌薬の原薬等の医療の維持
に不可欠な資材の国産化の検討を進める。 

３）関係機関との連携の推進 
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① 政府は、地方公共団体を含む関係機関等との双方向の情報共有を強
化し、対策の方針の迅速な伝達と、対策の現場における状況の把握を
行う。 

② 政府は、対策の推進にあたっては、地方公共団体等の関係者の意見
を十分聞きながら進める。 

③ 地方公共団体は、保健部局のみならず、危機管理部局も含めすべて
の部局が協力して対策にあたる。 

④ 政府は、国際的な連携を密にし、WHOや諸外国・地域の対応状況
等に関する情報収集に努める。また、日本で得られた知見を積極的に
WHO等の関係機関や諸外国・地域と共有し、今後の対策に活かして
いくとともに、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受ける
国・地域に対する国際社会全体としての対策に貢献する。 

４）社会機能の維持 
① 指定公共機関及び指定地方公共機関は、電気、ガス、水道、公共交通、
通信等の維持を通して、国民生活及び国民経済への影響が最小となるよう
公益的事業を継続する。 

② 政府は、指定公共機関の公益的事業の継続に支障が生じることがないよ
う、必要な支援を行う。 

③ 政府は、空港、港湾、医療機関等におけるトラブルなどを防止するた
め、必要に応じ、警戒警備を実施する。 

④ 警察は、混乱に乗じた各種犯罪を抑止するとともに、取締りを徹底
する。 

５）その他 
① 今後の状況が、緊急事態宣言の要件に該当するか否かについては、
海外での感染者の発生状況とともに、感染経路の不明な患者やクラス
ターの発生状況等の国内での感染拡大の状況を踏まえて、国民生活及
び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるか否かについて、政府
対策本部長が基本的対処方針等諮問委員会の意見を十分踏まえた上
で総合的に判断することとする。 
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② 政府は、基本的対処方針を変更し、又は、緊急事態を宣言するにあ
たっては、基本的対処方針等諮問委員会の意見を十分踏まえた上で行
う。 

 



 
 

新型インフルエンザ等対策有識者会議の開催について 

 

 

 

 
 
 
 

新型インフルエンザ等対策の円滑な推進のため、新型インフルエンザ等対策閣僚会議の下に、

新型インフルエンザ等対策有識者会議（以下「有識者会議」という。）を開催する。 

１ 新型インフルエンザ等対策有識者会議 

（１）  有識者会議は、次に掲げる意見を、内閣総理大臣に対し述べることとする。 

①  新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24年法律第 31号。以下「法」という。）第 6

条第 5 項の規定に基づく意見。 

②  ①に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策の円滑な推進を図るために必要な

意見。 

（２）  有識者会議は、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者（以下「学

識経験者」という。）の中から内閣総理大臣が指名する構成員 40 人以内をもって構成する。 

（３）  内閣総理大臣は、構成員の中から有識者会議の長及び有識者会議の長の代理（以下「長

代理」という。）を指名する。 

（４）  長代理は有識者会議の長を補佐し、有識者会議の長に事故があるときは、長代理を有識

者会議の長とする。長代理が２人以上置かれている場合にあっては、あらかじめ内閣総理

大臣が定めた順序で、有識者会議の長とする。 

２ 基本的対処方針等諮問委員会 

（１）  有識者会議の下に、基本的対処方針等諮問委員会（以下「諮問委員会」という。）を開催

する。諮問委員会は、次に掲げる意見を、内閣総理大臣又は法第 16条第 1項の新型インフ

ルエンザ等対策本部長に対し述べることとする。 

① 法第 18 条第 4 項に基づく意見。 

② ①に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等の発生時の対策に関する必要な意見。 

（２）  諮問委員会は、有識者会議の長及び長代理並びに内閣総理大臣が指名する有識者会議

の構成員をもって構成し、その総数は、有識者会議の長及び長代理を含め 20 人以内とす

る。 

（３）  諮問委員会の長は、有識者会議の長をもってこれに充て、諮問委員会の長の代理は、長

代理をもってこれに充てる。 

（４）  １（４）の規定は、諮問委員会の長の代理について準用する。 

（５）  内閣総理大臣において特に緊急を要するため諮問委員会の構成員に参集を求めるいと

まがないと認めるとき又は参集するよう努めたにもかかわらず、なお構成員の過半数が出

席できないときは、内閣総理大臣は、法第 18 条第 4 項に基づく意見を諮問委員会の長から

聴取するものとする。 

（６）  諮問委員会の長は、（５）の規定により、意見を述べたときは、その旨及び意見の内容を次

の諮問委員会において報告しなければならない。 

３ 分科会 

（１）  有識者会議は、次の表の上欄に掲げる分科会を開催し、それぞれ同表の下欄に掲げる事

平成 24年８月３日 

新型インフルエンザ等対策閣僚会議決定 

令和２年３月 26日 

一部改正 

 

 

（参考資料１） 



 
 

項について検討する。 

名称 医療・公衆衛生に関する分科会 社会機能に関する分科会 

検討事

項 

医療等の提供体制の確保に係る

事項等医療・公衆衛生に関する

事項。 

登録事業者の登録基準に係る

事項等社会機能に関する事項

（医療・公衆衛生に関する分科

会の検討事項を除く。）。 

（２）  分科会に属すべき構成員は、有識者会議の構成員の中から内閣総理大臣が指名する。 

（３）  内閣総理大臣は、当該分科会に属する構成員の中から分科会の長を指名する。 

（４）  分科会の長に事故があるときは、当該分科会に属する構成員のうちから内閣総理大臣が

あらかじめ指名する者を分科会の長とする。 

（５）  内閣総理大臣は、分科会に、特別の事項を検討させるため必要があると認めるときは、学

識経験者の中から臨時構成員を指名することができる。 

４ 構成員の参集 

内閣総理大臣は、有識者会議及び諮問委員会を開催するため、構成員の参集を求める。 

５ 関係行政機関の責務 

関係行政機関は、有識者会議、諮問委員会及び分科会（以下「有識者会議等」という。）の

運営に最大限協力するものとし、正当な理由がない限り、有識者会議等からの資料提出及び

説明聴取等の要請を拒むことはできないものとする。 

６ 意見の開陳等 

有識者会議等の長は、必要と認める者に対して、有識者会議等への出席を求め、その説

明又は意見の開陳を求めることができる。 

７ 庶務 

有識者会議の庶務は、厚生労働省等関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理

する。ただし、医療・公衆衛生に関する分科会に係るものについては、関係行政機関の協力

を得て、内閣官房との連携の下に厚生労働省において処理する。 

８ その他 

１から７までに定めるもののほか、有識者会議等の運営に関し必要な事項は、有識者会議

等の長が定める。 

 

 



肺炎の発症率

1

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
・軽症（肺炎のないもの～軽度肺炎）：80.9%
・中等症（呼吸困難など）：13.8%
・重症（呼吸不全など）：4.7%
・不明：0.6%

※中国疾病予防管理センター（China CDC）による報告。
※陽性確定例44,672人の解析（0-19歳：2.1% 20-59歳：66.7% ≥60歳：31.2%）

参照：China CDC weekly  2020, 2(8): 113-122 

インフルエンザ（成人）
① A(H1N1) pdm09：4.0%
② A(H1N1) ソ連型：2.3%
③ A(H3N2) 香港型：1.1％
※米国ウィスコンシン州で症状を呈した外来患者及び入院患者の検討結果（2007年-2009年）。
※①150人（18-49歳：75% 50-64歳：21% ≥65歳：3%）
②86人（18-49歳：86%、50-64歳：13% ≥65歳：1%）
③377人（18-49歳：68%、50-64歳：20% ≥65歳：12%）

参照：米国医師会雑誌 JAMA. 2010;304(10):1091-1098.

18.5%

（参考資料２）

http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51?from=timeline&isappinstalled=0&fbclid=IwAR0vI2byMnOUzlbbZQsb4edDI_CVgETT6xdu3j4WUlfS2GIed4QaoQcbXnY
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/186549


死亡率
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
・2.3%（罹患者数 44,762人、死亡者数1,023人）
※中国疾病予防管理センター（China CDC）による報告。

参照：China CDC weekly  2020, 2(8): 113-122 

インフルエンザ（超過死亡の割合）
・日本における2018-2019シーズンの超過死亡数：3,276人（A）
・日本における2018-2019シーズンの累積推計受診患者数：1,200.5万人（B）
・A/B =0.027%
※厚生労働省のデータを基に計算。

インフルエンザA (H3N2)
・香港における2009年7月～2011年12月の推定死亡率：0.07%
※英国インペリアルカレッジロンドンの報告による。

新型インフルエンザA（H1N1）
・日本における死亡率：0.000016%
※厚生労働省のデータを基に計算。

参照：国立感染症研究所ウェブサイト
https://www.niid.go.jp/niid/ja/typhi-m/iasr-reference/2471-related-articles/related-articles-477/9235-477r06.html
https://www.niid.go.jp/niid/ja/flu-m/590-idsc/8979-fludoko-2018.html
BMC Infectious Diseases. 2017, 17:337
厚生労働省ウェブサイト https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html

http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51?from=timeline&isappinstalled=0&fbclid=IwAR0vI2byMnOUzlbbZQsb4edDI_CVgETT6xdu3j4WUlfS2GIed4QaoQcbXnY
https://www.niid.go.jp/niid/ja/typhi-m/iasr-reference/2471-related-articles/related-articles-477/9235-477r06.html
https://www.niid.go.jp/niid/ja/flu-m/590-idsc/8979-fludoko-2018.html
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html


入院期間

3

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
・中央値：11日（四分位数範囲：7·0–14·0）
参照：Lancet. 2020 Mar 11. pii: S0140-6736(20)30566-3. 

新型インフルエンザA（H1N1）インフルエンザ
・中央値：3日（四分位数範囲：0－81）
参照： Croat Med J. 2011 Apr; 52(2): 151–158.

年齢ごとの死亡
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
・60歳以上：6.0％（り患者数 13,909人、死亡者数 829人）
・30歳未満：0.17%（り患者数 4,584人、死亡者数 8人）
※中国疾病予防管理センター（China CDC）による報告。

参照：China CDC weekly  2020, 2(8): 113-122. 

https://a.msip.securewg.jp/docview/viewer/docN5B30D9DA26473197b2da49e740b135d25e26b91ba930c56a45ee1905b3e1cc38bd96f3366e3f
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/186549


健康観察の推奨機関

4

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
・国立感染症研究所の公表する積極的疫学調査の実施要領において、濃厚接触者については
14日間健康観察をすることが推奨されている。

参照：国立感染症研究所感染症疫学センター「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領（暫定版）
-患者クラスター（集団）の迅速な検出の実施に関する追加-」（令和2年3月12日版）. 

潜伏期間
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
・1～14日（一般的には約5日）
参照：WHOウェブサイト https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

https://a.msip.securewg.jp/docview/viewer/docN5B30D9DA26473197b2da49e740b135d25e26b91ba930c56a45ee1905b3e1cc38bd96f3366e3f
https://a.msip.securewg.jp/docview/viewer/docN5B30D9DA26473197b2da49e740b135d25e26b91ba930c56a45ee1905b3e1cc38bd96f3366e3f
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